
 

第３章 計画の理念と施策の基本方向 

１．計画の理念 

箕面市では、総合的な子育て支援策の方向性と具体的な施策を「箕面市新子どもプラン 箕面市次

世代育成支援対策行動計画（後期計画〕」に定めており、その中で、計画の基本理念を次のように定

めています。 

 

＜箕面市新子どもプランの基本理念＞ 

～子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざして～ 

・子どもが明るくのびのび育つまちづくり 

・子どもが輝くまちづくり 

・大人と子どもの協働によるまちづくり 

・安心して子育てができるまちづくり 

 

 

この計画においても、上記の「箕面市新子どもプラン 箕面市次世代育成支援対策行動計画（後期

計画〕」の基本理念をふまえるとともに、ひとり親家庭等が社会における多様な家族形態の一つとし

て、自らの力を発揮し、安定した生活を営みながら、安心して子どもを育てることができるよう、施

策を講じていくことが必要です。 

このような考えから、次のように基本理念を定めます。 

 

＜第二次箕面市ひとり親家庭等自立促進計画の基本理念＞ 

～ ひとり親家庭等が安定した生活を営みながら、 

安心して子育てができるまちづくりをめざして ～ 
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２．施策体系図 
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１．情報提供・相談体制の整備

２．就業による自立に向けた支援

３．子育て支援、生活支援

４．生活の安定を図る支援

５．人権尊重の社会づくり

（１）情報提供の充実

（２）相談体制の整備

（３）養育費確保のための支援

（１）就業支援

（２）就業に向けた能力開発に対する支援

（３）労働環境の整備

（１）生活基盤を整えるための支援

（２）各種減免、貸付事業

（１）子育て支援

（２）生活支援

（１）人権教育・啓発に関する施策の推進
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